
　下の図のように本条例は目的や基本方針を定めただけでなく、村の責務や中小企業者等、
大企業者、金融機関、学校等の役割、そして村民の理解と協力について明記しました。ま
た、基本的施策の見直しサイクル（PDCAサイクル）についても明記しました。

恩納村中小企業者・小規模企業者・小企業者振興基本条例が制定されました！

恩納村中小企業者・小規模企業者・小企業者振興基本条例は…
　１．継続的な振興施策を目指します
　２．がんばる村内事業所を応援します
　３．村、村民、村内事業所、関係者等の役割を明らかにします

恩納村

あなたのアイディアを事業に！　　　
　　　　中小企業者等を応援します！

条例の概要（裏面へ）

起業するには？経営強化するには？（中面へ）

　恩納村では、本村の強みである観光産業を中心に、農業や漁業
といった本村の特徴を生かした施策に加え、村・企業・関係団体
及び村民の協働により、これまで地域を支え、そして、これから
も力強く歩みだそうとしている中小企業者・小規模企業者・小企
業者（以下「中小企業者等」という。）の自立、成長、拡大と発展
を促進する目的に、平成 30 年 6 月に「恩納村中小企業者・小規
模企業者・小企業者振興基本条例」を制定しました。
　今後はこの条例に基づき、中小企業者等振興のための施策を行っ
てまいります。

　地域の雇用と経済を支える村内事業所の皆さん＝中小企業者等の振興に関する基本事項
を定め、関係者が協働して中小企業者等の振興を図り、地域活性化及び村民生活の向上に
取り組むことを目的とした条例です。
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★恩納村中小企業者・小規模企業者・小企業者振興基本条例とは？

★条例の基本構成

前文（村の変遷、制定する理由と目的）

第１条：目的
・村の責務と中小企業者等の役割を
明らかにすることで、中小企業等の
振興を図り地域社会の発展を図る。

第５条：村の責務

施策の実施状況
等を公表

施策を実施
意見等を反映

施策の評価・
改善

・基本的施策の実施

第６条：村からの受注
機会の確保

・村内中小企業者等の
受注機会の増大

第８条：中小企業者
等の役割

・経営基盤の強化
・雇用環境の安定、人
材育成
・村産品の利活用など

第９条：商工会等の
中小企業団体の役割
・中小企業者等へのサ
ポート
・村の施策への協力

第 12 条：村民の
理解と協力

・中小企業等振興への
理解と協力
・村産品等の利活用

第 10条：大企業者
の役割

・中小企業等振興への
理解と、共に地域経
済発展に努める。
・村産品の利活用

第 11条：金融機関
の役割

・中小企業者等へのサ
ポート
・中小企業者等の育成
及び発展に協力する

第４条：基本的施策
①中小企業者等の経営基盤の強化を促進し、経営の改善と経営力の向上を図ること。
②中小企業者等の経営安定及び経営革新を促進すること。
③中小企業者等の新事業の創出及び新たな事業活動を支援すること。
④中小企業者等の新たな販路拡大を支援すること。
⑤安心して働くことができる労働環境を促進すること。
⑥地域資源の利活用による産業の発展及び商品とサービスの創出を支援すること。

第２条：定義
・各用語の定義

第３条：基本方針
・中小企業者等の自らの創意工夫と努力を尊
重しつつ、国、県、その他の関係機関と連
携し、関係者が協働して施策を推進する。

第 15 条：意見集約・検証反映等
　中小企業等振興策の策定には、中小企業者等その他関係者の課題・意見・知恵を反映さ
せるため、当該施策に関する情報収集、意見集約及び検証の機会を設け、改善を図るため
の措置を講じなければならない。

行　政 中小企業者等 村　民

第７条：学校の役割
・中小企業者等との連
携と、共に地域経済
発展に努める。

学　校

協働して施策を推進


